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＜お問い合わせ＞ 

担当課  建設部住宅課空家対策係 

場所   伊勢崎市役所 本庁舎 本館３階（３０番窓口） 

住所   〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目 410 

開庁時間 8：30～17：15 （土、日、祝日を除く） 

電話   0270-27-2797  

ＦＡＸ  0270-23-7020 

メール  juutaku@city.isesaki.lg.jp 



《 共通の注意事項 》 

※ 訂正を行う場合は、二重線で抹消し、訂正印を押印してください。 

※ 修正液や砂消しゴム、消せるボールペンは絶対に使用しないでください。 

※ 押印が不鮮明になった場合は、重ならないように、隣に押し直してください。 
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【実績報告書の提出期限】 

■工事完了日から 30 日以内（または令和８年３月１３日（金）の

いずれか早い日） 

（書類の再提出をお願いすることがありますので、余裕を持ってご提出ください） 



１．実績報告・助成金請求の手続きの流れ 

 

            

  

補助金交付の決定 

【送付書類】 

・補助金交付決定通知書 

・実績報告の手引き２部 

・実績報告書（様式第１０号） 

改修工事の依頼 

※実績報告の手引きを１部

改修工事業者に渡してく

ださい。 

改修工事の着手 

改修工事の完了 

【申請者に渡す書類】 

・改修工事費の領収書 

・廃棄物処理に関する処分証 

 明書の写し（マニフェスト 

 Ｅ票） 

改修工事の実績報告 

※本手引きを参考にして書

類等を揃え、提出してくだ

さい。 

補助金の交付 補助金の受領 

補助金の請求 

※手引きを参考にして書類

等を揃え、提出してくだ

さい。 

 

工事完了日から30日以内

（または令和８年３月１３

日（金）のいずれか早い日） 

が締め切りです。 
補助金の確定 

【送付書類】 

・補助金確定通知書 

・補助金交付請求書 

請求書の提出後１か月か

ら２か月で指定口座へ入

金いたします。 

入金については、通知等で

連絡しませんので、指定口

座の通帳を記帳し、ご確認

ください。 

伊 勢 崎 市 改修工事業者 申 請 者 

改修工事費の支払い 

改修工事の契約 

【申請者に渡す書類】 

・改修工事請負契約書 

 

実績報告書の確認・受付 



２．改修工事の実績報告に必要な書類  
※(5)～(9)は該当する場合のみ提出してください。 

書 類 名 入手について 

(1) 実績報告書（様式第１０号） 
交付決定通知に同封します。 

（市ホームページにも掲載しています） 

(2) 改修工事請負契約書の写し 
改修工事業者と締結した契約書をコピーして

提出してください。 

(3) 改修工事費の領収書の写し 改修工事業者に依頼してください。 

(4) 改修工事完了後の現況写真 
写真を台紙（例：Ａ４コピー用紙等）に添付し 

提出してください。 

(5) 売買契約書の写し 
空き家の購入時に締結した売買契約書をコピ

ーして提出してください。 

(6) 建物の全部事項証明書 法務局に申請してください。 

(7) 
建築基準法に規定する検査

済証の写し 

工事完了後、伊勢崎市建築指導課へ完了検査を

申請し、検査終了後に発行される検査済証をコ

ピーして提出してください。 

(8) 
建築士法の規定による工事

監理報告書の写し 
工事監理者に依頼してください。 

(9) 

廃棄物処理に関する処分証

明書の写し（マニフェストＥ

票） 

※電子マニフェストも可 

改修工事業者に依頼してください。 

※実績報告の手引き２部のうち１部を改修工

事業者に渡しておいてください。 

※住宅課に書類をご持参ください。 

※メールで様式データを送付することもできますので、希望される場合は、

juutaku@city.isesaki.lg.jp にお名前と送付を希望する様式を記載し、建設部

住宅課空家対策係にメールを送付してください。 

  

 申請時点から、「工事金額」「改修工事業者」等が変更となった場合は、変更申請

が必要となる場合があります。変更が判明した時点で、住宅課まで必ずご連絡くだ

さい。詳しくは、１０ページの「変更・中止に関するお願い」をご覧ください。 

 
変更・中止の注意点！ 

mailto:juutaku@city.isesaki.lg.jp


３．実績報告に必要な書類の記入例 

(1)実績報告書（様式第１０号） 
 

様式第１０号（第１２条関係） 

年  月  日 

（宛先）伊勢崎市長 

申請者 住 所 ○○ ○○       

氏 名 ○○ ○○       

電話番号 ○○-○○○○       

市内転居者空き家改修補助事業完了実績報告書 

 

令和○○年○○月○○日付け伊勢崎市指令 住 第○○号により交付決定を受けた補助対象工事が完了したので、伊

勢崎市補助金等交付規則第１３条の規定により、次のとおり関係書類を添えて報告します。 

工 事 金 額                   円 

補 助 金 交 付 決 定 額                   円 

改 修 工 事 業 者 

所 在 地 伊勢崎市○○町○○番地 

名 称 ○○建設 株式会社 

電話番号 ○○-○○○○ 

工 事 期 間    令和○○年○○月 ○○日から令和○○年○○月○○日まで 

 添付書類 

⑴ 改修工事請負契約書の写し 

⑵ 改修工事費の領収書の写し 

⑶ 改修工事完了後の現況写真 

⑷ 売買契約書の写し（空き家を購入した場合に限る。） 

⑸ 建物の全部事項証明書（申請時に建物が未登記だった場合又は申請時に添付した建物の全部事項

証明書の内容に変更が生じた場合に限る。） 

⑹ 建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査済証の写し（建築基準法第６条第

１項の規定による確認が必要な工事を行った場合に限る。） 

⑺ 建築士法第２０条第３項の規定による工事監理報告書の写し（申請時に空き家改修工事業者一覧

を添付した場合に限る。） 

⑻ 廃棄物処理に関する処分証明書等の写し（改修工事で廃棄物が発生した場合に限る。） 

⑼ その他市長が必要と認める書類 

 

 

実際に工事を行った期間の記入をお願いいたします 

注意１）空き家改修補助金交付決定通知書に記載されている日

付以降であることを確認してください。 

注意２）改修工事請負契約書等に記載されている工事期間内で

あることを確認してください。 

空き家改修補助金交付申

請書の申請者です。 

空欄でお願いします 

空欄でお願いします。 

提出書類確認後ご記入い

ただきます。 

空欄でお願いします。 

提出書類確認後ご記入い

ただきます。 

空き家改修補助金交付申請書に記

載した改修工事業者の記入をお願

いいたします。 

空き家改修補助金交付申請書に記

載した改修工事業者の記入をお願

いいたします。 

空き家改修補助金交付申請書に記

載した改修工事業者の記入をお願

いいたします。 

空き家除却補助金交付決定通

知書に記載されています 

空き家改修補助金交付決定通

知書に記載されています。 



(2)改修工事請負契約書の写し 

  

改修工事請負契約書 
 

 

発注者と請負者は互いに協力し、この契約書を履行する。 

発注者（以下甲という。）   ○○ ○○ 

受注者（以下乙という。）   ○○建設 株式会社 

工事名称  ○○邸改修工事 

 

１．工事場所   伊勢崎市○○町○○番地 

２．工  期   着工 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日 

３．請負代金の額   工事代金     消費税      合計金額 

        ￥○,○○○, ○○○＋￥○○○, ○○○＝￥○,○○○, ○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 以上この契約の証として本書を ○ 通を作成し、各自記名押印のうえ、各１通を保有す

る。 

令和○○年○○月○○日 

発注者          ○○ ○○  ○印  

受注者          ○○建設 株式会社 ○印  

 

中略 

補助金交付決定通知書に記載されている日

付以降であることを確認してください。 

着工日が補助金交付決定通知書に記載されて

いる日付以降であることを確認してください。 

空き家改修補助金交付申

請書の申請者です。 

申請書に添付した見積り額と同じこ

とを確認してください。 

収入印紙 

印 

参 考 



(3)改修工事費の領収書の写し 

 

 

 

(4) 改修工事完了後の現況写真 

改修工事完了以後に、建物全体（東西南北から）と改修箇所が分かるよう

に写真を撮影し台紙に貼付して提出してください。 

※撮影日を記載してください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

領 収 書 

○○ ○○ 様 

 

 

但し、○○邸改修工事代金として 

令和○○年○○月○○日 上記正に領収いたしました。 

         内訳 

         税抜金額             群馬県伊勢崎市○○町○○番地 

         消費税額等（○％）        ○○建設株式会社 

                          代表取締役 ○○ ○○     ○印  

改修工事業者の印鑑の押

印をお願いします。 

空き家改修補助金交付申請書の申請者

の氏名を省略せず記入してください。 

￥ ○,○○○,○○○  

収入印紙 

空き家改修補助金交付申請書に記

載した改修工事業者の記入をお願

いいたします。 

領収金額に応じた収入印

紙を貼付してください。 

参 考 

印 



(5) 売買契約書の写し 
 

   補助対象空き家を購入して取得した場合のみ必要になります。空き家の

購入時に締結した売買契約書をコピーし提出してください。 

  

不動産売買契約書 
 

 

Ａ 不動産の表示 

土 

地 

所    在 地  番 地  目 地  積 持  分 

１ 伊勢崎市○○町 ○○番○ 宅地 ○○○㎡ １分の１ 

２      

 

建 

物 

所 在 伊勢崎市○○町 家屋番号 ○○番○ 

種 類 居宅 構造 木造 スレートぶき ○階建 

床面積 
1 階   ○○㎡ ・ ２階  ○○㎡ ・３階    ㎡ 

（その他） 延床面積 ○○㎡ 

 

Ｂ 売買代金および支払い方法等 

売買代金総額 ○,○○○, ○○○円 

土地代金 ○○○, ○○○円 

建物代金 ○○○, ○○○円 

手付金（第３条） 契約締結時支払い ○○○, ○○○円 

残代金（第５条） 令和○○年○○月末日までに ○,○○○, ○○○円 

 

 売主○○ ○○ と買主○○ ○○ とは表記不動産の売買契約（以下「本契約」という。）

を締結した。その証として、本契約書 ○ 通を作成し、売主・買主署（記）名押印のうえ各

１通を保有する。 

 

令和○○年○○月○○日 

 

〈売主〉 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地〇〇  

     氏名 ○○ ○○           ○印  

 

〈買主〉 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地〇〇  

     氏名 ○○ ○○           ○印  

 

参 考 

 

 収入印紙 

 

 
印 



(6) 建物の全部事項証明書 
 

空き家改修補助事業の申請時に建物が未登記であった場合または申請時

に添付した建物の全部事項証明書の内容に変更が生じた場合は提出してく

ださい。建物の全部事項証明書は法務局へ交付申請してください。 

※法務局の混雑具合により登記完了までに時間がかかる場合がありますの

で、余裕を持って申請してください。 

 

 

  
 

 群馬県伊勢崎市〇〇町〇〇          全部事項証明書  （建物） 

表題部（主である建物の表示） 調製 平成○○年○月○日 不動産番号 ○○○○○○○ 

所在図番号  

所  在 伊勢崎市○○町○○番地  

家屋番号 ○○番  

①種 類 ②構  造 ③床面積 ㎡ 原因及びその日付〔登記の日付〕 

居宅 木造○○葺○階建 １階 ○○○ 

２階  ○○ 

○○ 

○○ 

平成○○年○月○日新築 

 

権利部（甲区） （所有権に関する事項） 

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 

１ 所有権保存 平成○○年○月○日 

第○○○○号 

所有者 伊勢崎市○○町○○番地 

○○ ○○ 

２ 所有権移転 令和○○年○月○日 

第○○○○○号 

原因 令和○○年○月○日売買 

所有者 伊勢崎市○○町○○番地 

○○ ○○ 

 

空き家改修補助事業の交付申請時に添付した「建物の全部事項証明書」について、

所有者の情報等に変更がある場合は提出してください。 

（例） 

・相続、売買等により所有者が変わった 

・所有者の住所が変更された 等 

空き家改修補助事業の交付申請時に建物が未登記であった場合も、建物

の登記手続きを行い、全部事項証明書を提出してください。 



(7) 建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項に規定す
る検査済証の写し 

 

   建築基準法第６条第１項の規定による確認が必要な工事を行った場合の

み必要になります。該当する場合は、伊勢崎市建築指導課へ完了検査を申請

し、検査後に発行される検査済証をコピーして提出してください。 

 

 

  
 

 第二十一号様式（第四条の四関係）（Ａ４）                                

 

建築基準法第７条第５項の規定による 

検査済証 

 

第 ○○○ 号  

令和○○年○○月○○日  

  ○○ ○○ 様 

建築主事等職氏名 ○○ ○○  印 

    

  下記に係る工事は、建築基準法第７条第４項の規定による検査の結果、建築基準法第６

条第１項（建築基準法第６条の４第１項の規定により読み替えて適用される同法第６条第

１項）の建築基準関係規定に適合していることを証明する。 

 

記 

 

 １．確認済証番号        第  ○○○○○○ 号 

 

 ２．確認済証交付年月日     令和○○年○○月○○日 

 

 ３．確認済証交付者       ○○ ○○ 

 

 ４．建築場所、設置場所又は築造場所 伊勢崎市○○町○○ 

 

 ５．検査を行った建築物、建築設備若しくは工作物又はその部分の概要 

 

 ６．検査後も引き続き建築基準法第３条第２項（同法第86条の９第１項において準用する場 

  合を含む。）の規定の適用を受ける場合は、その根拠となる規定及び不適合の規定 

 

 ７．検査年月日         令和○○年○○月○○日 

 

 ８．委任した建築主事氏名    ○○ ○○     印 

 

 

 （注意） この証は、大切に保存しておいてください。 

 

完了検査は建築指導課へ申請してください。 

問い合わせ先（℡0270-27-2763） 



(８) 建築士法第２０条第３項の規定による工事監理報告書の
写し 

 

建築士が改修工事の設計を行うため、空き家改修補助事業の申請時に空

き家改修工事業者一覧（様式第５号）を提出した場合のみ必要になります。工事

監理者が作成する報告書のコピーを提出してください。 

 

(９) 廃棄物処理に関する処分証明書の写し 

   （マニフェストＥ票） 
※提出期限までに産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ｅ票の写しが間に合

わない場合は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ａ票の写しを提出し

てください。後日（マニフェスト）Ｅ票を追加提出していただきます。 

※金属くず等を換価しマニフェストが無い場合は、買取内容（量及び金額）

を確認できる書類の写し提出してください。 

※次の記入例は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ａ票から作成してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改修工事業者 
作業所：申請した空き家の所在地 

氏 名：申請者 

E 

空き家改修補助金交付申請書に記

載した改修工事業者が排出事業者

になります。 

運搬受託者 

処分受託者 

運搬受託
者の印 

処分受託
者の印 

処分受託
者の印 

処分受託者の

印 



マニフェストチェックリスト 

□排出事業者名は空き家改修補助金交付申請書に記載した改修工事業者と同一

か。 

□事業場（作業所）は空き家改修補助金交付申請書に記載した空き家所在地と

一致しているか。 

□改修工事で発生した産業廃棄物が明記されているか。 

□金属くず等を換価しマニフェストが無い場合は、買取内容（量及び金額）を

確認できる書類の写しを申請者に渡してください。（例：計量票、仕切書等） 

 

 

４．変更・中止に関するお願い 

工事内容の変更や工事を取りやめる場合は、変更申請が必要です。 

市に変更申請を行い、後日送付される交付変更決定通知書を受け

取った後に変更部分の工事を進めていただく必要がありますので、

変更が判明した時点で必ず住宅課までご連絡ください。 

 

■ 申請内容を変更する場合 

変更申請書のほか、添付書類として見積書・写真等が必要にな

ります。詳しくはお問い合わせください。 

■ 工事を取りやめる場合 

中止の申請が必要となります。詳しくはお問い合わせください。 

 

○ 工事金額の変更  申請時の工事金額と変更後の工事金額 

※内容により手続きが不要な場合があります。 

○ 工事箇所の変更  変更理由・内容 

○ 改修工業者の変更 変更理由・内容 

○ 申請者の変更   変更理由・内容（申請者が亡くなったなど） 

変更事項 



５．注意事項（財産処分制限の緩和期間及び書類の保存期間） 

 空き家改修補助金で改修した建物について、工事完了後５年が経

過する前に補助金交付の目的に反して使用、譲渡、交換等した場合

は、補助金の返還が発生する可能性があります。 

 また、補助金の関係書類は、工事が完了した年度の翌年度から起

算して５年間大切に保存してください。 


